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◆「容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策について」
（消費者庁食品表示企画課長 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長
消食表第32号 薬生食監発 0130 第２号 令和５年１月30日）
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【最近の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報
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厚生労働省HPから作成 ※続きはＰａｇｅ１-２,3（会員）で記載しています。

◆令和３年６月1日から、食品表示法及び食品衛生法に基づく自主回収の届出制度が施行されている
ところですが、冷蔵での保存を意図した容器包装詰低酸性食品を誤って常温で保存したものを販売し
たことによる自主回収事例が散見されます。容器包装詰低酸性食品であるにもかかわらず、当該食品

容器包装の表おもて面に「要冷蔵」である旨が分かりやすい大きさで表示されていないものについて
は、食品表示基準違反に該当するとともに、適切な温度管理がなされないことにより、ボツリヌス食中
毒等、重篤な食中毒の要因にもなり得ます

ボツリヌス食中毒の発生を防止するため、「容器包装に密封された常温で流通する食品（清涼飲料水
、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。）のうち、水素イオン指数が 4.6 を超え、かつ、水分活
性が 0.94 を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏 120 度で４分間に満たない条件で加熱殺菌された
ものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏 10 度以下での保存を
要する食品（以下「容器包装詰低酸性食品」という。）」について、基準を定めています。

食品等事業者に対する周知・指導のお願い

Ｐａｇｅ1
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体系的に理解し実務に役立てる

※続きはＰａｇｅ２-２～４（会員）で記載しています。

【食品表示案内】 景品表示法の表示について



コラム【ちょっと深く、考える】
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※ 解説はＰａｇｅ３-２,３（会員）で記載しています。

■ 国会に提出される法案は内閣法制局のHPから検索できます。

次の手順で告示される前に法律案を見ることができます。

内閣法制局HPから作成

告示前の法律を知りたい方に

次のシートへ
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著作権法によりこう食品法令の事前の許可なしに複写・引用等の使用は禁止されています。
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（編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。

２０２３年（令和５年）も実務に役立つ基本となる情報を発信してまいります。引き続きご覧くだされば
幸甚です。

A Guide to Food Labelling, Kou

人間は石や木のように指でさし示す
ものではなく、自分の考えをみせたとき
こそ、その人を人間として示したことに
なるのだ。君が何者であるか。われわ
れに示さないのか。
（エピクテトス「人生談義 進歩しようと
する人は何について訓練しなければ
ならないか」（國方訳））
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